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 本日、東京車両所分

会、新幹線地本、JR 東海

労本部は、車両所分会の

松井分会長の年休取得

をめぐる問題で、「苦情

処理会議」「団体交渉」

を拒否するという会社

の不当労働行為をただ

すために東京都労働委

員会に不当労働行為救

済申し立てをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 に 求 め た 謝 罪 文 

年休に対する診断書強要都労委闘争勝利‼ 

当社が、ジェイアール東海労働組合の組合員から申告のあった苦情に つ

いて苦情処理会議を開催しなかったこと、さらには、ジェイアール東 海労

働組合との団体交渉を開催しなかったことで多大なご迷惑をおかけ 致しま

した。この度、東京都労働委員会から、苦情処理会議の開催を拒否したこと、

および、団体交渉の開催を拒否したことは不当労働行為と 認定されました。

したがって、団体交渉を開催し問題の解決を図ります。 

また、ジェイアール東海労働組合に対する不当労働行為を深く謝罪し、 今

後二度とこのような不当労働行為を行わないことを誓います。 

都労委申立をした面々（都庁前にて） 


